
令和５年度社会福祉法人の指導監査結果について 

 

 社会福祉法第５６条の規定に基づき、令和５年度に実施した市所管の社会福祉法人に

対する指導監査結果を取りまとめたので、次のとおり公表します。 

 

１ 令和５年度指導監査の実施状況 

 （１）市所管の社会福祉法人数    ８法人 

 （２）指導監査を実施した法人数   ０法人 

 （３）文書指摘を行った法人数    ０法人 

 （４）改善状況等 

   

 

 

 

 

 

   

 

区分 法人数 実施数 指摘法人数 指摘件数 改善済数 改善予定数 

社会福祉法人 ８ ０ ０ ０ ０ ０ 


